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平成 2８年６月２２日（水）

国土交通省 関東地方整備局 

相 武 国 道 事 務 所 

記 者 発 表 資 料 

国道２０号八王子市追分町において、追分町交差点及び歩道橋の利便性・安全性向上

を目的に、二つに分かれている追分第一歩道橋及び追分第二歩道橋の連続化を含む歩道

橋架替工事を行っております。 

このたび、歩道橋架け替え工事に伴い、歩道橋を撤去するため、夜間一時全面通行止

めを行います。 

規制日 ①平成２８年7月１３日（水）【八王子市道北大通り】 

②平成２８年7月１４日（木）【国道２０号（甲州街道）】 

規制内容 夜間通行止め（規制時間：０時から２時） 

規制箇所 ①八王子市道北大通り（元本郷町
もとほんごうちょう

交差点～追分町交差点）延長５４０ｍ 

 八王子市元本郷町～同追分町 間 

②国道２０号（甲州街道）（本郷
ほんごう

横丁
よこちょう

交差点～追分町交差点）延長４５０ｍ 

 八王子市八木町
やぎちょう

～同追分町 間 

迂回案内 ①元本郷町交差点   本郷横丁交差点   追分町交差点 

②本郷横丁交差点   元本郷町交差点   追分町交差点 

※詳細については、次頁の迂回路案内図をご覧下さい。 

■歩道橋架替工事期間中のお願い 

 平成２８年６月２７日（月）～歩行者迂回及び追分バス停の仮移設を開始します。 

都合２日間の夜間通行止め及び工事の実施にあたり、周辺住民の方や道路利用者の皆様

にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、現地の案内看板及び誘導により安全に通行して頂

くよう、ご理解とご協力をお願いします。 

一般国道２０号 八王子
はちおうじ

市追分
おいわけ

歩道橋の架け替え工事に伴う 

夜間一時全面通行止めのお知らせ 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、八王子記者クラブ、 

立川市政記者クラブ、青梅・西多摩記者クラブ 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所 ＴＥL 042-643-2001(代) 

副所長 中原 浩慈（なかはら こうじ） 交通対策課長 今村 忠彦（いまむら ただひこ）

■相武国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認出来ます。 

ホームページ    ：http://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/ 

公式ツイッター情報 ：https://twitter.com/mlit_sobu 
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歩道橋架け替え工事に伴い、歩道橋を撤去するため、夜間一時全面通行止めを行います。

都合２日間の夜間通行止めにより周辺住民の方や道路利用者の皆様にはご不便、ご迷惑を

おかけしますが、現地の案内看板及び誘導により安全に通行して頂くよう、ご理解とご協

力をお願いします。 

日時：（１回目）平成２８年７月１３日（水）０：００～２：００【八王子市道北大通り】 

（２回目）平成２８年７月１４日（木）０：００～２：００【 甲州街道 】 

    ※荒天順延（予備日：７月１５日（金）から２日間） 

箇所：八王子市道北大通り及び一般国道２０号（甲州街道） 

※通行止め期間は、交通誘導員を配置し、迂回案内看板を設置します。 

※沿道にお住まいの方は、通行止めの場合でも、元本郷町交差点、本郷横丁交差点側から

進入可能です。交通誘導員が適宜対応します。 

迂 回 路 案 内 図 

：通行止め区間 

：迂回路 

凡例

位置図 

提供：国土地理院（地理院地図） 

提供：国土地理院（地理院地図） 

（１回目）平成２８年７月１３日（水） 

八王子市道北大通り 

（２回目）平成２８年７月１４日（木） 

一般国道２０号（甲州街道） 
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既に追分町交差点の歩道橋利用者等へ周知しているところですが、歩道橋架替工事に伴

い歩行者の迂回及び追分バス停留所を以下のとおりに変更になります。 

■歩行者迂回及び追分バス停仮移設期間 

平成２８年６月２７日（月）～平成29年3月頃を予定 

■追分交差点歩行者迂回ルート及び追分バス停留所仮移設案内図 

工事期間中の迂回等、周辺住民の方及びご通行の皆様には、大変ご不便をおかけします

が、引き続きのご理解ご協力よろしくお願い致します。 

歩道橋架替工事期間中のお願い 

追分町交差点

至 新宿

至 高尾

拡大図 

× 

× 

歩行者迂回ルート

提供：国土地理院（地理院地図） 
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国道２０号の追分町交差点（八王子市追分町）は、歩道橋が追分第一歩道橋・追分第二

歩道橋の二つに分かれて設置されており、また、自転車利用者向けの階段（斜路付階段）

が追分第二歩道橋に設置されていないため、利便性及び安全性に課題のある交差点です。 

そこで、このような課題に対応するため、二つに分かれている歩道橋の連続化を含む歩

道橋架替工事を行っています。 

平成27年11月10日に新しい歩道橋の一部（西側）が開通しております。 

新しい歩道橋では、通路部の拡幅及び斜路付階段の設置により、歩行者・自転車利用者

の安全で快適な通行が可能になっております。 

引き続き東側部分の歩道橋工事を実施し、更なる利便性・安全性向上を図ります。 

歩道橋架替工事について 

通行可能 

西側歩道橋 

Ｈ２７．１１．１０開通済 

施工中（東側）

追分町交差点

二つに分かれている歩道橋の連続

化により、移動の円滑化・移動時

間の短縮化・利便性の向上を図り

ます。 

歩道橋の連続化 

西側歩道橋通行状況 


